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【資料の出典】 

 

  各図表名の後の番号は、出典が以下のものであることを示している。 

  また、それぞれの出典内のデータを基にして独自に作成した図表も含む。 

   Ａ ：環境保全型農業直接支払交付金ホームページ 

 （http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/mainp.html） 

   Ｂ ：令和４年度調査（アンケート） 

   Ｃ１：令和４年度調査（地球温暖化防止効果） 

   Ｃ２：令和３年度調査（生物多様性保全効果） 

   Ⅾ ：都道府県中間年評価 

  その他：個別に出典を記載 

 

【資料の見方等】 

  

 ・ 図表中の数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が 

一致しない場合がある。 

 ・ 表中に使用した記号は次のとおりである。 

    「０」  ：単位に満たないもの。（例：0.4ha → ０ha） 

    「－」 ：事実のないもの。 
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Ⅰ 環境保全型農業直接支払交付金の制度概要 

１. 環境保全型農業をめぐる国内外の情勢 

 

農林水産業は気候変動の影響を受けやすく、高温による品質低下などが発生すると

ともに、降雨量の増加などにより災害が激甚化の傾向にある。また、社会経済の基盤で

もあり、農林水産業が立脚する生物圏における生物多様性も、近年かつてない速度で減

少しており、気候変動と一体的に対処すべき地球規模課題となっている。 

これら地球規模課題に対応するため、国際的な枠組みにおいて議論がなされ、国際的

な協定・条約が取り決められるとともに、我が国においても政府をあげて対策を行って

いるところである。さらに、農林水産省では、気候変動、生物多様性の低下など、我が

国の食料システムを取り巻く環境が変化している状況も踏まえ、2021年（令和３年）５

月、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させる新た

な政策方針として、「みどりの食料システム戦略」を策定した。 

環境保全型農業直接支払交付金は、このように地球規模で課題となっている気候変

動や生物多様性の低下などに対応するため、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低

減する取組と合わせて行う地球温暖化の防止、生物多様性の保全に効果の高い農業生産

活動を支援するものである。 

 

（１）気候変動に関する国内外の取組 

1992年（平成４年）６月にブラジル・リオデジャネイロで開催された環境と開発に関

する国際連合会議（地球サミット）において、国連気候変動枠組条約が採択され、その

後、1997年（平成９年）12月に「京都議定書」、2015年（平成27年）12月に「パリ協定」

が採択された、パリ協定では、世界全体の平均気温の上昇を1.5℃高い水準までに制限

するための努力をすることなどが盛り込まれた。 

我が国は、これらと同等以上の取組を推進するとともに、2016年（平成28年）に地球

温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策計画（以下「政府温

対計画」という。）を策定し、農林水産省は、2017年（平成29年）３月に政府温対計画

における長期的目標等を見据え、農林水産分野における地球温暖化対策を総合的かつ計

画的に推進するため、「農林水産省地球温暖化対策計画」（以下「農林水産省温対計画」

という。）を策定した。 

その後、2020年（令和２年）10月に総理所信表明演説で2050年までに温室効果ガスの

排出を全体として実質的にゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言した。 

こうした中、2021年（令和３年）10月、政府は2050年カーボンニュートラル、2030年

度に温室効果ガス46％削減目標等の実現に向け、政府温対計画等を改定した。 

農林水産省では、2021年（令和３年）５月に2050年までに農林水産業のCO2 ゼロエミ

ッション化の実現等に向けて「みどりの食料システム戦略」を策定するとともに、同年

10月に、政府温対計画やみどりの食料システム戦略を踏まえ、農林水産分野における地
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球温暖化対策を最大限推進していく観点から、「農林水産省温対計画」を改定した。 

 

（２）生物多様性に関する国内外の取組 

気候変動と同様に1992年（平成４年）６月にブラジル・リオデジャネイロで開催され

た「地球サミット」において、熱帯雨林の急激な減少、種の絶滅の進行への危機感、さ

らには人類存続に欠かせない生物資源の消失への危機感などが動機となり、それらの保

全と持続可能な利用に関する包括的な国際枠組みを設けるため、「生物多様性条約」が

採択された。 

我が国は、生物多様性条約に基づく生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とし

た国家戦略として、1995年（平成７年）10月に「生物多様性国家戦略」を策定し、その

後、2002年（平成14年）３月、2007年（平成19年）11月に見直しが行われている。 

また、2008年（平成20年）６月に「生物多様性基本法」（以下「基本法」という。）を

公布・施行し、2010年（平成22年）３月に基本法に基づく初めての国家戦略となる「生

物多様性国家戦略2010」を閣議決定した。 

その後、2012年（平成24年）９月に「生物多様性国家戦略2012-2020」が策定され、

現在、2022年（令和４年）の生物多様性条約締約国会議で採択される見込みの「ポスト

2020生物多様性枠組」を見据えて、2022年度中に改定される予定となっている。 

農林水産省では、2007年（平成19年）７月に、生物多様性を重視した農林水産業を強

力に推進するため「農林水産省生物多様性戦略」を策定し、2012年（平成24年）２月に

は、2010年（平成22年）の生物多様性条約締約国会議で決定された「2020年までの生物

多様性戦略計画」（愛知目標）や基本法の施行を踏まえて改定している。 

今後、生物多様性条約締約国会議で採択される見込みの「ポスト2020生物多様性枠組」

や「みどりの食料システム戦略」の内容を反映させた上で2022年度中に改定する予定と

している。 

 

（３）みどりの食料システム戦略の策定 

農林水産省では、2021年（令和３年）５月、食料・農林水産業の生産力向上と持続性

の両立をイノベーションで実現させる新たな政策方針として「みどりの食料システム戦

略」を策定した。 

本戦略では、2050年までに目指す姿として、「農林水産業のCO2ゼロエミッション化の

実現」、「化学農薬の使用量（リスク換算）を50％低減」、「輸入原料や化石燃料を原料と

した化学肥料の使用量を30％削減」、「有機農業の取組面積の割合を25％（100万ha）に

拡大」等を掲げ、調達、生産、加工・流通、消費に関わる様々な関係者それぞれの理解

と協働のもとで、革新的な技術・生産体系の開発、その後の社会実装により、その目標

を実現していくこととしています。 
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２. 環境保全型農業直接支払交付金に係る制度の沿革 

 

農林水産省は、「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意し

つつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した

持続的な農業」を環境保全型農業と位置づけ、平成４年から全国的に推進してきた。 

同じ頃、化学肥料・化学合成農薬を低減した農産物に関する生産や表示についての

一定の基準を定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を制定した。 

平成11年には、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」が制定さ

れ、同法に基づき、堆肥等による土づくりと化学肥料・化学合成農薬の低減技術を組

み合わせた生産方式の導入に取り組む農業者（エコファーマー）の拡大を図るととも

に、平成17年には、環境と調和のとれた農業生産活動を促進するため、「農業者が環境

保全に向けて最低減取り組むべき規範（農業環境規範）」を策定し、各種支援策を実施

する際の要件とするなど、その普及・定着を図ってきた。また、平成18年には、有機

農業を推進するため、超党派による議員立法により「有機農業の推進に関する法律」

が成立した。 

こうした中、平成19年度から「農地・水・環境保全向上対策」が導入され、環境へ

の負荷低減の取組に対する支援として、地域ぐるみで化学肥料・化学合成農薬の使用

を５割以上低減する取組に対する支援を開始した。こうした支援を通じて、化学肥料・

化学合成農薬の５割低減の取組について一定程度の普及・定着が図られた一方、新た

に国際的な動きとして、地球温暖化防止や生物多様性保全への対応が求められるよう

になった。 

この状況を踏まえ、「戸別所得補償制度」の本格実施に併せ、農業者等が、化学肥

料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて地球温暖化防止や生物多様

性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援を行う「環境保全型農業直接支援

対策」を平成23年度に創設した。平成26年度には、農業・農村の有する多面的機能の

維持・発揮を図るため、多面的機能支払、中山間地域等直接支払とともに環境保全型

農業直接支払を日本型直接支払制度として位置づけ、平成27年度以降は「農業の有す

る多面的機能の発揮の促進に関する法律」（平成27年４月１日施行、以下「法」という。）

に基づく制度として実施している（制度の変遷については図１－１、法については図

１－２を参照）。 

法制化後、本交付金については、実施期間を５年とし、第１期（平成27年度～令和

元年度）においては、平成30年度に取組の面的拡大を優先させる観点から複数取組支

援（同一ほ場において１年間に複数回の対象活動を行う場合は、特定の組合せにおい

て２取組目までを上限にそれぞれの活動を支援すること）を廃止するとともに、支援

の対象となる農業者の要件を「エコファーマー認定の取得」及び「農業環境規範に基

づく点検の実施」から「国際水準GAPの実施」に変更する制度見直しを行い、令和元年

８月に第1期の最終評価を取りまとめた。 

第１期最終評価等を踏まえて表１－１の事項について制度見直しを行い、令和２年
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度から第２期対策が実施されている。 

その後、令和２年10月には、法の附則を踏まえた法施行後５年経過時点での施行状

況の点検・検証が行われ、今後の施行方針として、①多面法、日本型直接支払制度の

さらなる活用促進、②広域化など組織体制の強化と事務負担軽減、③複数の支払制度

の活用や他施策との連携による相乗効果の発揮と取組の高度化、④施策の効果のより

効果的なＰＲの措置を講ずることとされている。 

第２期対策では、これまでの間、農業者及び地方公共団体の負担軽減や申請等の利

便性の向上を目指し、有機農業取組においての現地確認について、市町村職員に代え

て取組農業者同士で実施する「参加型確認手法」を導入（令和２年度に試行を行い令

和３年度から本格導入。）したほか、令和４年度から交付金の申請をオンラインで行う

ことができる電子申請システム「農林水産省共通申請サービス」（通称「eMAFF（イー

マフ）」）による申請受付を開始した。 

また、令和４年度には、令和３年５月に農林水産省が策定した「みどりの食料シス

テム戦略」を踏まえて、有機農業に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向け、栽

培技術の指導等の活動を実施する農業者団体に対して支援する加算措置（取組拡大加

算）の新設や支援の対象となる農業者の要件のうち「国際水準GAPの実施」をより環境

負荷軽減や農作業安全に重点化した「みどりのチェックシートの取組」の実施に変更

する制度改正を行っている。 

 

 

図１－１ 制度の変遷（D：農業環境対策課作成） 
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図１－２ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－１ 環境保全型農業直接支払交付金 第２期移行時の制度見直しのポイント 
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３. 交付金の概要 

 
法に基づき平成 27 年度から実施している、環境保全型農業直接支払交付金（以下「本

交付金」という。）の概要は以下のとおりである。 

    

（１）対象農地 

①農業振興地域（「農業振興地域の整備に関する法律」第６条第１項に基づき指定された

農業振興地域をいう）内に存する農地 

②生産緑地地区（「生産緑地法」第３条第１項の規定により定められた生産緑地地区をい

う）内に存する農地 

 

（２）対象者 

①農業者の組織する団体 

・複数の農業者、又は、複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた者により構成

される任意組織であって、取り組む農業者を２戸以上含むものとする。 

②一定の条件を満たす農業者 

・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者 

・環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して、環境保全型農業の拡大を目指す取組

を行う農業者（令和４年度まで) 

・複数の農業者で構成される法人 

 

（３）支援の対象となる農業者の要件 

①主作物について、販売することを目的に生産を行っていること 

 

＜平成27年度から29年度まで＞（平成30年度から廃止） 

②主作物について、「エコファーマー認定」を受けていること 

（認定を受けていない場合に支援の対象となる特例措置あり） 

③農業環境規範に基づく点検を行っていること 

 

＜平成30年度から＞ 

②「国際水準GAP」を実施していること 

（指導や研修に基づくGAPの実践であり、第三者機関の審査による認証取得は求めない） 

 

 ＜令和４年度から＞ 

②「みどりのチェックシートの取組」を実施していること。 
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（４）推進活動の実施要件 

 

農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者は「自然環境の保全に資する農

業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」（以下「推進活動」

という。）として以下に掲げる活動のうちいずれか１つ以上を実施することを求めている。 

 

○ 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の技術向上に関す

る活動 

① 技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布 

② 実証圃の設置等による自然環境の保全に資する農業の生産方式の実証・調査 

③ 先駆的農業者等による技術指導 

④ 自然環境の保全に資する農業の生産方式に係る共通技術の導入や共同防除等の実施 

⑤ ICT やロボット技術等を活用した環境負荷低減の取組 

 

○ 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の理解増進や普及

に関する活動 

⑥ 地域住民との交流会（田植えや収穫等の農作業体験等）の開催 

⑦ 土壌診断や生き物調査等環境保全効果の測定 

 

○ その他 

⑧ 耕作放棄地を復旧し、当該農地において自然環境の保全に資する農業生産活動の実施 

⑨ 中山間地及び指定棚田地域における自然環境の保全に資する農業生産活動の実施 

 （農業者団体等の取組面積の過半が中山間地又は指定棚田地域の場合に限る。） 

⑩ 農業生産活動に伴う環境負荷低減の取組や地域資源の循環利用 

⑪  その他自然環境の保全に資する農業生産活動の実施を推進する活動の実施 

 

（５）対象取組の要件 

本交付金の支援対象となる取組は、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行レ

ベルから原則として５割以上低減する取組と組み合わせることが必要（有機農業の取組

を除く）。 
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（６）対象取組の種類 

本交付金の支援対象となる取組は以下のとおりである（図１－３参照）。 

〇全国共通取組 

① 堆肥の施用 

② カバークロップ 

③ リビングマルチ 

④ 草生栽培 

⑤ 不耕起播種 

⑥ 長期中干し 

⑦ 秋耕 

⑧ 有機農業 

    

〇その他都道府県知事が特に必要と認める取組（地域特認取組） 

令和４年度においては、冬期湛水管理やIPM（総合的病害虫・雑草管理）の実践 

など、34道府県で159取組を設定している。 

 

〇取組拡大加算 

  有機農業に新たに取り組む農業者の受け入れ・定着に向けて栽培技術の指導等の 

活動を実施する農業者団体を支援。 

 

図１－３ 本交付金の支援対象となる取組 
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４. 中間年評価の目的及び取りまとめ手法 

    
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本指針（平成二十七年農林水産省告

示第七百五十六号）（以下「基本指針」という。）第３の４において、「国は、法に基づく

施策が計画的かつ効果的に実施されるよう、その点検及び効果の評価を行うための第三

者機関を設置する。また、都道府県段階においても第三者委員会を設置し、都道府県内

における法に基づく施策の点検及び効果の評価を行うよう努めなければならない。」とさ

れており、環境保全型農業直接支払交付金実施要領（以下「実施要領」という。）第16の

１において、「事業の評価は、中間年評価及び最終評価とする」ことが規定されている（図

１－４）。 

施策の点検及び効果の評価については、第１期と同様に第三者機関（以下「第三者委

員会」という。）において、「施策の点検」は、実施状況、実施要件、今後の実施意向の点

検等を行うこととし、「効果の評価」は、地球温暖化防止効果及び生物多様性保全効果に

ついて測定し評価する。 

具体的には、第２期の中間年評価では、「施策の点検」については、「Ⅱ 自然環境の

保全に資する農業生産活動の進捗状況」及「Ⅳ 環境保全型農業の持続的な推進に向け

た農業者の意向等」を踏まえて点検を行い、「効果の評価」については、「Ⅲ 環境保全

等の効果」を踏まえて評価を行った。 

 

図１－４ 基本指針及び実施要領（抜粋）  
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Ⅱ 自然環境の保全に資する農業生産活動の進捗状況 

 
（要旨） 

〇 第２期開始(令和２年度)以降、実施市町村数、実施面積は増加した。 

一方、実施件数、取組農業者数は減少した。 

〇 支援対象取組別では、令和３年度実績で地域特認取組が最も大きく、次 

いで堆肥の施用の順となっている。 

 

１．支援対象取組の実施状況 

    

（１）実施市町村数、実施件数及び実施面積（A） 

 

ア 実施市町村数 

令和３年度に本事業に取り組んだ市町村は846市町村となり、全市町村のおおむね半 

数(49％)で実施している。 

 

     表２－１ 取組市町村数(A) 

 

 

 

 

 

注：全市町村数は、総務省調べによる全国の市町村数。 

 

イ 実施件数及び実施面積 

令和３年度の実施件数は3,144件となり、令和２年度から11件減少したものの、実施

面積は81,743haとなり954ha増加している。 

 

   表２－２ 実施件数(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全市町村数 

① 

実施市町村数 

② 

実施市町村率 

②/① 

令和２年度 1,718 841 49% 

令和３年度 1,718 846 49% 

 実施件数 
実施面積

(ha) 

令和２年度 3,155 80,789 

令和３年度 3,144 81,743 


